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「封印取付け委託要領の運用等」の一部改正について 

 

 

標記について、「封印取付け委託要領」（平成１８年１０月４日付け国自管第８６号）

を一部改正することに伴い、その具体的な運用についても別添のとおり一部改正するこ

ととしたので、了知されたい。 

 

 



 

【別添改正溶け込み】 

 

封印取付委託要領の運用等 

 

１ 定義 

本通達における基本通達とは、平成１８年１０月４日付国自管第８６号「封印取付委

託要領」をいう。 

 

２ 基本通達第２条第３号について 

（１）委託先 

完成検査終了証のある新車の販売を行っている自動車販売業者であって、自動車予

備検査証の交付を受けた車又は保安基準適合証若しくは限定自動車検査証及び限定保

安基準適合証の交付を受けた中古新規車を販売する者とする。 

（２）販売用中古自動車の範囲 

販売用中古自動車の範囲は、当該乙種受託者が自ら仕入れ若しくは販売する中古自

動車であって、古物営業法（昭和24年法律第108号）第１６条の規定によって帳簿等へ

の記載又は電磁的方法により記録することとされているものに限る。 

３ 基本通達第２条第４号について 

（１） 委託先 

①一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち中古自動車の販売を業

とするものを構成員とする団体は、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

（以下「中古自動車連合会」という。）より封印取付け業務の適正な運営を確保

するよう指導を受けている団体（以下「団体」という。）とする。封印取付委託

申請については、あらかじめ地方運輸局と中古自動車連合会とが十分調整のうえ、

申請させること。その際、本省自動車情報課にも事前に相談させること。 

② 委託に際しては、基本通達第６条の内容を十分審査するとともに、さらに当該団

体の財政状況、業務実績等の実態及び既存の甲種受託者との関係等についても総

合的に勘案すること。                                         

（２）販売用中古自動車の範囲 

販売用中古自動車の範囲は、当該構成員が自ら仕入れ若しくは販売する中古自動車

又はユーザー等から委託を受け商品自動車として販売する中古自動車であって、古物

営業法第16条の規定によって帳簿等への記載又は電磁的方法により記録することとさ

れているものに限る。 

４ 基本通達第２条第５号について 

 （１） 委託先 

①行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１５条に規定される行政書士会（以下「行

政書士会」という。）とする。    封印取付委託申請については、あらかじ

め地方運輸局と行政書士会とが十分調整のうえ、申請させること。その際、本省



 

自動車情報課にも事前に相談させること。 

② 委託に際しては、基本通達第６条の内容を十分審査するとともに、さらに当該団

体の財政状況、業務実績等の実態及び既存の甲種受託者との関係等についても総

合的に勘案すること。                                                

５ 基本通達第１２条第１項について 

 （甲種受託者の名において指定整備事業者又は車体整備事業者に封印の取付け作業

を行わせる場合の方法等） 

（ア）指定整備事業者又は車体整備事業者に封印の取付け作業を行わせるに際して

は、あらかじめ(一社)全国自動車標板協議会と (一社)日本自動車整備振興会連合

会又は日本自動車車体整備協同組合連合会との間で、それぞれ円滑な取付け作業

が行えるよう基本的事項について確認しておくとともに、具体的な封印の取扱い

に関しては当該甲種受託者と当該指定整備事業者又は当該車体整備事業者との間

でそれぞれ確約書を交わすこととする。確約書においては、主として封印の管理

面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすも

のとする。 

（イ）甲種受託者は、指定整備事業者又は車体整備事業者への封印の引渡しに当たっ

ては、左欄に掲げる作業範囲について右欄に掲げる書類等の提示させることによ

り作業範囲を確認のうえ引き渡すこととする。 

この他、運輸支局長が指定した者への封印の引き渡しに当たっては、必要な書

類等により指定された作業範囲を確認のうえ引き渡すこととする。 

作業範囲 書類等 

指定整備事業者が自ら販売する中古

自動車であって現車提示の省略され

る自動車 

・譲渡証明書（写）等及び保安基準適合証 

指定整備事業者たる自動車整備協業

組合又は自動車整備協同組合の組合

員が自ら販売する中古自動車 

・当該組合が所属する自動車整備振興会から 

予め提出のあった当該組合の組合員名簿 

・譲渡証明書（写）等 

変更登録又は移転登録に伴い指定整

備事業者又は車体整備事業者が行う

封印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動車検査証（写） 

車両法第１１条第２項のうち番号変

更のために必要となる封印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動車検査証（写） 

車両法第１１条第２項のうち再交付

又は交換のために必要となる封印の

取付け 

・承認印のある交換再交付申請書（写） 

・出張封印確認書 



 

車両法第１１条第４項及び第６項に

基づき封印のき損等による又は整備

のために取り外した封印の取付け 

・顧客からの整備依頼の書面及び取り外した 

状況を示す写真 

自動車ＯＳＳによる変更登録申請時

の自動車登録番号標交付時期猶予に

ついて（国自情第２４２号、国自整第

２２１号）に基づく車両法第１１条第

１項による封印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動車検査証（写） 

 

６ 基本通達第１２条第３項について 

 （丙種受託者の名において構成員又は当該構成員を通じ行政書士に封印の取付け作業

を行わせる場合の方法等） 

（ア）丙種受託者の構成員に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ中

古自動車連合会と丙種受託者たる団体との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行

えるよう基本的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して当該丙種受

託者と当該構成員との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、主と

して封印の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り

決めを交わすものとする。 

（イ）丙種受託者は、構成員への基本通達第２条（４）アに係る封印の引渡しに当た

っては、当該構成員からの譲渡証明書（写）等の提示をもって、自ら販売する自

動車であることを確認のうえ引渡すこととする。 

ただし、丙種受託者が認めた構成員にあっては、封印の先渡しを認めることが

できるものとする。この場合、丙種受託者は、後日、封印引渡しの際と同様の書

面等により、適正な封印取付けであることを確認するものとする。 

７ 基本通達第１２条第４項について 

（丁種受託者の名において行政書士又は当該行政書士を通じ他の行政書士に封印の

取付け作業を行わせる場合の方法等） 

（ア）行政書士会が行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際しては、あらかじめ

日本行政書士会連合会と丁種受託者たる行政書士会との間で、それぞれ円滑な取

付け作業が行えるよう基本的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関し

て当該丁種受託者たる行政書士会と当該行政書士との間で確約書を交わすことと

する。確約書においては、主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け記

録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとする。 

（イ）再委託先である当該行政書士又は当該行政書士を通じ一体として封印を取り扱

うこととなる再々委託先である他の行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際

しては、丁種受託者たる行政書士会間で、それぞれ適正な取付け作業が行えるよ

う必要に応じて事後的に業務適正化のための情報提供を行うこととし、一体とし

て封印を取り扱うこととなる再委託先である当該行政書士と再々委託先である他

の行政書士との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、主として封

印の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決めを



 

交わすものとする。 

（ウ）丁種受託者は、行政書士へ基本通達第２条（５）ア又はイに係る封印の引渡し

に当たっては、自動車ユーザーや自動車販売店等から登録手続きや施封依頼を受

けた自動車に係る封印であることを確認のうえ引渡すこととする。 

ただし、丁種受託者が認めた行政書士（再委託先である当該行政書士）にあっ

ては、封印の先渡しを認めることができるものとする。この場合、丁種受託者は、

後日、封印引渡しの際と同様の書面等により、適正な封印取付けであることを確

認するものとする。 

８ 基本通達別記封印取付受託者準則第７条について 

運輸支局長は、封印取付届出書の提出を受けたときは、その記載内容を確認した

うえ、１通は確認済印を押して受託者に交付し、他の１通は次年度４月末まで保存

しなければならない。 

９ 基本通達別記封印取付受託者準則第９条について 

運輸支局長は、出張封印確認書又は当該書面と同等と認める書面の提出を受けた

ときは、原則、その記載内容を確認したうえ確認済印を押して、１通を受託者に交

付することとする。他の１通は後日受託者に交付した１通が交付代行者等から回付

されるまで保管することとし、交付代行者等から回付がされない場合又は交付代行

者から求めがあった場合は、状況を受託者に確認することとする。交付代行者等か

ら回付された出張封印確認書のうち登録申請に係るものは確認済印を押印した日か

ら５年間保存しなければならない。 
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「封印取付委託要領の運用等」（平成１８年１０月４日付国自管第８７号課長通達）の新旧対照表 
改  正  案 現     行 

封印取付委託要領の運用等 

１ 定義 

本通達における基本通達とは、平成１８年１０月４日付国自管第

８６号「封印取付委託要領」をいう。 

 

２ 基本通達第２条第３号について 

（１）委託先 

完成検査終了証のある新車の販売を行っている自動車販売業

者であって、自動車予備検査証の交付を受けた車又は保安基準適

合証若しくは限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の交付を

受けた中古新規車を販売する者とする。 

（２）販売用中古自動車の範囲 

販売用中古自動車の範囲は、当該乙種受託者が自ら仕入れ若

しくは販売する中古自動車であって、古物営業法（昭和24年法律

第108号）第１６条の規定によって帳簿等への記載又は電磁的方

法により記録することとされているものに限る。 

３ 基本通達第２条第４号について 

（１） 委託先 

①一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち中

古自動車の販売を業とするものを構成員とする団体は、一

般社団法人日本中古自動車販売協会連合会（以下「中古自

動車連合会」という。）より封印取付け業務の適正な運営

を確保するよう指導を受けている団体（以下「団体」とい

う。）とする。封印取付委託申請については、あらかじめ

地方運輸局と中古自動車連合会とが十分調整のうえ、申請

させること。その際、本省自動車情報課にも事前に相談さ

せること。 

② 委託に際しては、基本通達第６条の内容を十分審査すると

ともに、さらに当該団体の財政状況、業務実績等の実態及

び既存の甲種受託者との関係等についても総合的に勘案す

ること。                                         

封印取付け委託要領の運用等 

１ 定義 

本通達における基本通達とは、平成１８年１０月４日付国自管第

８６号「封印取付け委託要領」をいう。 

 

２ 基本通達第２条第３号について 

（１）委託先 

完成検査終了証のある新車の販売を行っている自動車販売業

者であって、自動車予備検査証の交付を受けた車又は保安基準適

合証若しくは限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の交付を

受けた中古新規車を販売する者とする。 

（２）販売用中古自動車の範囲 

販売用中古自動車の範囲は、当該乙種受託者が自ら仕入れ若

しくは販売する中古自動車であって、古物営業法（昭和24年法律

第108号）第１６条の規定によって帳簿等への記載又は電磁的方

法により記録することとされているものに限る。 

３ 基本通達第２条第４号について 

（１） 委託先 

①(一社)日本中古自動車販売協会連合会（以下「中古自動車連

合会」という。）の会員のうち中古自動車の販売を業とす

るものを構成員とする団体は、中古自動車連合会より封印

取付け業務の適正な運営を確保するよう指導を受けている

団体（以下「団体」という。）とする。封印取付け委託申

請については、あらかじめ地方運輸局と中古自動車連合会

とが十分調整のうえ、申請させること。その際、本省自動

車情報課にも事前に相談させること。 

 

② 委託に際しては、基本通達第６条の内容を十分審査すると

ともに、さらに当該団体の財政状況、業務実績等の実態及

び既存の甲種受託者との関係等についても総合的に勘案す

ること。                                         
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（２）販売用中古自動車の範囲 

販売用中古自動車の範囲は、当該構成員が自ら仕入れ若しく

は販売する中古自動車又はユーザー等から委託を受け商品自動車

として販売する中古自動車であって、古物営業法第16条の規定に

よって帳簿等への記載又は電磁的方法により記録することとされ

ているものに限る。 

４ 基本通達第２条第５号について 

 （１） 委託先 

①行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１５条に規定される

行政書士会（以下「行政書士会」という。）とする。    

封印取付委託申請については、あらかじめ地方運輸局と行

政書士会とが十分調整のうえ、申請させること。その際、

本省自動車情報課にも事前に相談させること。 

② 委託に際しては、基本通達第６条の内容を十分審査すると

ともに、さらに当該団体の財政状況、業務実績等の実態及

び既存の甲種受託者との関係等についても総合的に勘案す

ること。                                               

５ 基本通達第１２条第１項について 

 （甲種受託者の名において指定整備事業者又は車体整備事業

者に封印の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

 

 

 

（ア）指定整備事業者又は車体整備事業者に封印の取付け作業

を行わせるに際しては、あらかじめ(一社)全国自動車標板協

議会と (一社)日本自動車整備振興会連合会又は日本自動車

車体整備協同組合連合会との間で、それぞれ円滑な取付け作

業が行えるよう基本的事項について確認しておくとともに、

具体的な封印の取扱いに関しては当該甲種受託者と当該指定

整備事業者又は当該車体整備事業者との間でそれぞれ確約書

を交わすこととする。確約書においては、主として封印の管

理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関す

る取り決めを交わすものとする。 

 

（２）販売用中古自動車の範囲 

販売用中古自動車の範囲は、当該構成員が自ら仕入れ若しく

は販売する中古自動車又はユーザー等から委託を受け商品自動車

として販売する中古自動車であって、古物営業法第16条の規定に

よって帳簿等への記載又は電磁的方法により記録することとされ

ているものに限る。 

４ 基本通達第２条第５号について 

 （１） 委託先 

①行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１５条に規定される

行政書士会（以下「行政書士会」という。）とする。    

封印取付け委託申請については、あらかじめ地方運輸局と

行政書士会とが十分調整のうえ、申請させること。その

際、本省自動車情報課にも事前に相談させること。 

② 委託に際しては、基本通達第６条の内容を十分審査すると

ともに、さらに当該団体の財政状況、業務実績等の実態及

び既存の甲種受託者との関係等についても総合的に勘案す

ること。                                               

５ 基本通達第１２条第１項について 

 （甲種受託者の名において日本自動車輸入組合の輸入自動車

販売事業者（以下「輸入自動車販売事業者」という。）、

自動車登録業務に十分精通した行政書士（以下「行政書

士」という。）、指定整備事業者又は車体整備事業者に封

印の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

（ア）輸入自動車販売事業者、行政書士、指定整備事業者又は

車体整備事業者に封印の取付け作業を行わせるに際して

は、あらかじめ(一社)全国自動車標板協議会と日本自動車

輸入組合、日本行政書士会連合会（以下「日行連」とい

う。）、(一社)日本自動車整備振興会連合会又は日本自動

車車体整備協同組合連合会との間で、それぞれ円滑な取付

け作業が行えるよう基本的事項について確認しておくとと

もに、具体的な封印の取扱いに関しては当該甲種受託者と

当該輸入自動車販売事業者、行政書士、指定整備事業者又

は当該車体整備事業者との間でそれぞれ確約書を交わすこ

ととする。確約書においては、主として封印の管理面か
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（イ）甲種受託者は、指定整備事業者又は車体整備事業者への

封印の引渡しに当たっては、左欄に掲げる作業範囲につい

て右欄に掲げる書類等の提示させることにより作業範囲を

確認のうえ引き渡すこととする。 

 

この他、運輸支局長が指定した者への封印の引き渡しに当

たっては、必要な書類等により指定された作業範囲を確認

のうえ引き渡すこととする。 

作業範囲 書類等 

  

  

指定整備事業者が自ら販

売する中古自動車であっ

て現車提示の省略される

自動車 

・譲渡証明書（写）等及び保安

基準適合証 

指定整備事業者たる自動

車整備協業組合又は自動

車整備協同組合の組合員

が自ら販売する中古自動

車 

・当該組合が所属する自動車整

備振興会から予め提出のあった

当該組合の組合員名簿 

・譲渡証明書（写）等 

ら、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取

り決めを交わすものとする。 

（イ）甲種受託者は、輸入自動車販売事業者、行政書士、指定

整備事業者又は車体整備事業者への封印の引渡しに当たっ

ては、左欄に掲げる作業範囲について右欄に掲げる書類等

の提示させることにより作業範囲を確認のうえ引き渡すこ

ととする。 

この他、運輸支局長が指定した者への封印の引き渡しに当

たっては、必要な書類等により指定された作業範囲を確認

のうえ引き渡すこととする。 

作業範囲 書類等 

輸入自動車販売事業者が

出張予備検査を受けた輸

入自動車 

・自動車予備検査証番号欄の末

尾にローマ字「Ａ」が付され、

かつ、運輸支局名小印が押印さ

れた自動車予備検査証（写） 

行政書士が他人の依頼を

受け報酬を得て運輸支局

等に提出する書類を作成

した自動車（乙種受託者

及び丙種受託者の構成員

の販売する自動車を除

く。） 

・顧客からの書類作成依頼の書

面及び譲渡証明書（写）等 

指定整備事業者が自ら販

売する中古自動車であっ

て現車提示の省略される

自動車 

・譲渡証明書（写）等及び保安

基準適合証 

指定整備事業者たる自動

車整備協業組合又は自動

車整備協同組合の組合員

が自ら販売する中古自動

車 

・当該組合が所属する自動車整

備振興会から予め提出のあった

当該組合の組合員名簿 

・譲渡証明書（写）等 
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変更登録又は移転登録に

伴い指定整備事業者又は

車体整備事業者が行う封

印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動

車検査証（写） 

車両法第１１条第２項の

うち番号変更のために必

要となる封印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動

車検査証（写） 

車両法第１１条第２項の

うち再交付又は交換のた

めに必要となる封印の取

付け 

・承認印のある交換再交付申請

書（写） 

・出張封印確認書 

車両法第１１条第４項及

び第６項に基づき封印の

き損等による又は整備の

ために取り外した封印の

取付け 

・顧客からの整備依頼の書面及

び取り外した状況を示す写真 

自動車ＯＳＳによる変更

登録申請時の自動車登録

番号標交付時期猶予につ

いて（国自情第２４２

号、国自整第２２１号）

に基づく車両法第１１条

第１項による封印の取付

け 

・登録事項等通知書及び旧自動

車検査証（写） 

 

 

６ 基本通達第１２条第３項について 

 （丙種受託者の名において構成員又は当該構成員を通じ行政書

士に封印の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

（ア）丙種受託者の構成員に封印の取付け作業を行わせるに際

しては、あらかじめ中古自動車連合会と丙種受託者たる団

体との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行えるよう基本

的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して当

変更登録又は移転登録に

伴い指定整備事業者又は

車体整備事業者が行う封

印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動

車検査証（写） 

車両法第１１条第２項の

うち番号変更のために必

要となる封印の取付け 

・登録事項等通知書及び旧自動

車検査証（写） 

車両法第１１条第２項の

うち再交付又は交換のた

めに必要となる封印の取

付け 

・承認印のある交換再交付申請

書（写） 

・出張封印確認書 

車両法第１１条第４項及

び第６項に基づき封印の

き損等による又は整備の

ために取り外した封印の

取付け 

・顧客からの整備依頼の書面及

び取り外した状況を示す写真 

自動車ＯＳＳによる変更

登録申請時の自動車登録

番号標交付時期猶予につ

いて（国自情第２４２

号、国自整第２２１号）

に基づく車両法第１１条

第１項による封印の取付

け 

・登録事項等通知書及び旧自動

車検査証（写） 

 

 

６ 基本通達第１２条第３項について 

 （丙種受託者の名において構成員又は当該構成員を通じ行政書

士に封印の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

（ア）丙種受託者の構成員に封印の取付け作業を行わせるに際

しては、あらかじめ中古自動車連合会と丙種受託者たる団

体との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行えるよう基本

的事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して当



5 
 

該丙種受託者と当該構成員との間で確約書を交わすことと

する。確約書においては、主として封印の管理面から、受

渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決め

を交わすものとする。 

（イ）丙種受託者は、構成員への基本通達第２条（４）アに係

る封印の引渡しに当たっては、当該構成員からの譲渡証明

書（写）等の提示をもって、自ら販売する自動車であるこ

とを確認のうえ引渡すこととする。 

ただし、丙種受託者が認めた構成員にあっては、封印の先

渡しを認めることができるものとする。この場合、丙種受

託者は、後日、封印引渡しの際と同様の書面等により、適

正な封印取付けであることを確認するものとする。 

７ 基本通達第１２条第４項について 

（丁種受託者の名において行政書士又は当該行政書士を通じ他

の行政書士に封印の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

（ア）行政書士会が行政書士に封印の取付け作業を行わせるに

際しては、あらかじめ日本行政書士会連合会と丁種受託者

たる行政書士会との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行

えるよう基本的事項について確認し、具体的な封印の取扱

いに関して当該丁種受託者たる行政書士会と当該行政書士

との間で確約書を交わすこととする。確約書においては、

主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け記録、

報告・調査等に関する取り決めを交わすものとする。 

（イ）再委託先である当該行政書士又は当該行政書士を通じ一

体として封印を取り扱うこととなる再々委託先である他の

行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際しては、丁種

受託者たる行政書士会間で、それぞれ適正な取付け作業が

行えるよう必要に応じて事後的に業務適正化のための情報

提供を行うこととし、一体として封印を取り扱うこととな

る再委託先である当該行政書士と再々委託先である他の行

政書士との間で確約書を交わすこととする。確約書におい

ては、主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け

記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとす

る。 

該丙種受託者と当該構成員との間で確約書を交わすことと

する。確約書においては、主として封印の管理面から、受

渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に関する取り決め

を交わすものとする。 

（イ）丙種受託者は、構成員への基本通達第２条（４）アに係

る封印の引渡しに当たっては、当該構成員からの譲渡証明

書（写）等の提示をもって、自ら販売する自動車であるこ

とを確認のうえ引渡すこととする。 

ただし、丙種受託者が認めた構成員にあっては、封印の先

渡しを認めることができるものとする。この場合、丙種受

託者は、後日、封印引渡しの際と同様の書面等により、適

正な封印取付けであることを確認するものとする。 

７ 基本通達第１２条第４項について 

（丁種受託者の名において行政書士又は当該行政書士を通じ他

の行政書士に封印の取付け作業を行わせる場合の方法等） 

（ア）行政書士会が行政書士に封印の取付け作業を行わせるに

際しては、あらかじめ日行連と丁種受託者たる行政書士会

との間で、それぞれ円滑な取付け作業が行えるよう基本的

事項について確認し、具体的な封印の取扱いに関して当該

丁種受託者たる行政書士会と当該行政書士との間で確約書

を交わすこととする。確約書においては、主として封印の

管理面から、受渡しの記録、取付け記録、報告・調査等に

関する取り決めを交わすものとする。 

（イ）再委託先である当該行政書士又は当該行政書士を通じ一

体として封印を取り扱うこととなる再々委託先である他の

行政書士に封印の取付け作業を行わせるに際しては、丁種

受託者たる行政書士会間で、それぞれ適正な取付け作業が

行えるよう必要に応じて事後的に業務適正化のための情報

提供を行うこととし、一体として封印を取り扱うこととな

る再委託先である当該行政書士と再々委託先である他の行

政書士との間で確約書を交わすこととする。確約書におい

ては、主として封印の管理面から、受渡しの記録、取付け

記録、報告・調査等に関する取り決めを交わすものとす

る。 
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（ウ）丁種受託者は、行政書士へ基本通達第２条（５）ア又は

イに係る封印の引渡しに当たっては、自動車ユーザーや自

動車販売店等から登録手続きや施封依頼を受けた自動車に

係る封印であることを確認のうえ引渡すこととする。 

ただし、丁種受託者が認めた行政書士（再委託先である当

該行政書士）にあっては、封印の先渡しを認めることがで

きるものとする。この場合、丁種受託者は、後日、封印引

渡しの際と同様の書面等により、適正な封印取付けである

ことを確認するものとする。 

８ 基本通達別記封印取付受託者準則第７条について 

運輸支局長は、封印取付届出書の提出を受けたときは、その

記載内容を確認したうえ、１通は確認済印を押して受託者に

交付し、他の１通は次年度４月末まで保存しなければならな

い。 

９ 基本通達別記封印取付受託者準則第９条について 

運輸支局長は、出張封印確認書又は当該書面と同等と認める

書面の提出を受けたときは、原則、その記載内容を確認した

うえ確認済印を押して、１通を受託者に交付することとす

る。他の１通は後日受託者に交付した１通が交付代行者等か

ら回付されるまで保管することとし、交付代行者等から回付

がされない場合又は交付代行者から求めがあった場合は、状

況を受託者に確認することとする。交付代行者等から回付さ

れた出張封印確認書のうち登録申請に係るものは確認済印を

押印した日から５年間保存しなければならない。 

（ウ）丁種受託者は、行政書士へ基本通達第２条（５）ア又は

イに係る封印の引渡しに当たっては、自動車ユーザーや自

動車販売店等から登録手続きや施封依頼を受けた自動車に

係る封印であることを確認のうえ引渡すこととする。 

ただし、丁種受託者が認めた行政書士（再委託先である当

該行政書士）にあっては、封印の先渡しを認めることがで

きるものとする。この場合、丁種受託者は、後日、封印引

渡しの際と同様の書面等により、適正な封印取付けである

ことを確認するものとする。 

８ 基本通達別記封印取付け受託者準則第７条について 

運輸支局長は、封印取付け届出書の提出を受けたときは、そ

の記載内容を確認したうえ、１通は確認済印を押して受託者

に交付し、他の１通は次年度４月末まで保存しなければなら

ない。 

９ 基本通達別記封印取付け受託者準則第９条について 

運輸支局長は、出張封印確認書又は当該書面と同等と認める

書面の提出を受けたときは、原則、その記載内容を確認した

うえ確認済印を押して、１通を受託者に交付することとす

る。他の１通は後日受託者に交付した１通が交付代行者等か

ら回付されるまで保管することとし、交付代行者等から回付

がされない場合又は交付代行者から求めがあった場合は、状

況を受託者に確認することとする。交付代行者等から回付さ

れた出張封印確認書のうち登録申請に係るものは確認済印を

押印した日から５年間保存しなければならない。 

  
 


